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（９）新型コロナウィルス対策

加盟店申請時に、県の新型コロナウイルス感染防止対策である「いばらきアマビエちゃん」
への登録が必須であることを明記し、いばらきアマビエちゃん登録リストより登録確認の取れ
た店舗のみ当事業への加盟を承認。
登録の無い店舗には個別に連絡を取ることで登録を促し、全加盟店の登録を達成
しました。

▼いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書（例）JTB水戸支店

▼いばらきアマビエちゃん登録リスト URL：https://www.ibaraki-coronanext.jp/search.php#
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茨城県では令和2年11月～令和4年１月までの期間を食事券の販売・利用期間としてGo To Eat キャンペーン
事業に取り組んだ。この期間新型コロナウイルスの感染拡大もあり、緊急事態宣言やまん延防止を踏まえ、販売休止
期間(令和2年12月１日～令和3年10月21日)を設けた。
販売終了(令和3年12月20日)までに、約35万６千部を販売したが、60万部完売には及ばず、期待通りの成果
であったとは言い難い。理由として考えられるのは、新型コロナウイルスの感染拡大、近隣の一都三県の状況の様子見、
度重なる期間延長による(飲食店・利用者の)混乱、長期事業になった為の新鮮味の薄れ等が考えられ、販売再開
(令和3年10月22日～)からは販売に関する事務局側の意識の弱さも否めない。

加盟店登録に関しては、独自のホームページ、登録フォームを作成し、web登録または、FAX送付による代理登録を
展開。販売再開(令和3年10月22日)前日には、県の協力で「いばらきアマビエちゃん」に登録されている店舗へ当キャ
ンペーンへの加盟店登録提案のメールを送信。申請期間は令和2年10月８日～令和3年12月15日までとし、
3,993店舗（うち、解約161店舗）まで店舗数を伸ばすこととなった。
一方で、閉業した店舗から加盟店脱退の連絡が来ないために、事務局からの送付物が宛所不明で返送されてきたり、
食事券が使える店舗としてホームページに掲載されたままになっているために利用者からクレームが入ったりと、加盟店脱
退に関しては問題が多かったと言える。
また、チェーン店等の本社が一括で申請しているような加盟店に関しては、スターターキットを店舗に送付したにも関わ
らず、本社から届いていないとの連絡が入ったり、登録のメールアドレスが本社のアドレスであるために、連絡事項など一
斉メールの内容が店舗へ周知されていなかったりと、店舗と本社の連携が取れていないような加盟店も見受けられ、加
盟店・本社ともに連絡を徹底することは難しいように感じた。

「食」に関すると言う意味では期待の高い事業だった為、利用者からは概ね好評だったと認識している。しかし、飲食
店側の当事業に対する従業員への周知不足や、飲食店側の都合(事務局へは無連絡)、また前記した「度重なる期
間延長」の情報(メール・FAX連絡、案内文の送付等行ったが)に飲食店側がついてこれない等により、利用者からの
「飲食店の食事券の受け取り拒否」の連絡も少なくなく、飲食店、利用者ともに不快な想いをさせる結果となり、宣伝・
連絡方法の改善、強化が必要だったと感じた。
そのような中、一部利用者からは事業終盤に「事業再延長希望」の嬉しい声が上がったことは記憶に新しい。

食事券に関して、「1000円券と500円券の見分けがつきにくい」「額面によって色を変えてほしい」との声は数度上
がっていた。セブンチケットの仕様により明らかに違うデザインにできないため仕方ないことではあるが、飲食店、利用者へ
「見分けずらい」という負担をかけていたことは否めない。

ポスター等の掲示物について、6月の利用期間延長を決定した際に、利用期間が6月30日までと記載されたポスター
を配布したが、その後の延長の際には予算の都合上新しい期限のポスターを作成できなかったために、飲食店と利用者
双方に混乱を招いたと思われる。
7月以降に新規加盟した店舗へ送るポスターの利用期間が6月30日までと記載されているために、加盟店側が誤っ
たポスターが送られてきたと思い捨ててしまうこともあった。
ホームページの加盟店用ページの中に、利用期間を書き込めるよう期間を空白にしたポスターをダウンロードできるよう
にはしたものの、ダウンロードができない加盟店にも配慮して全加盟店へ送付するべきであったと思う。

問い合わせとして多かった内容は、飲食店からは利用期間について、換金スケジュール、換金キットの記載方法・送付
方法等。利用者からは利用期間について、販売箇所及び購入方法、食事券の受け取り拒否の報告等。やはり期間
延長による不安からか、期間に関する問い合わせが多かった。
問い合わせに関しては、一般応答、エスカレーションの対応ともに柔軟かつ迅速な対応が出来ていたと思う。

換金に関しては、換金センターでの食事券計数の手違いでご迷惑をおかけした飲食店も少なくなかった。令和3年11
月29日換金分では事務局側の入金手続き失念の為入金が遅れ(令和3年12月１日、12月２日入金)、多数の
飲食店に多大な迷惑をかけてしまった。

なお、食事券購入者への利用促進ならびに加盟飲食店への換金促進には最大限努めてきたが、約3,380万円の

余剰金が発生した。この余剰金の取り扱いに関しては、飲食店及び食材を提供する農林漁業者を支援するという本
事業の趣旨等を踏まえ、茨城県と協議の上、地域における飲食業振興をはじめ地域住民に還元されるような事業
（都道府県への寄付を含む）に活用する等、地域住民や広く国民の理解が得られるような適切な取り扱いができるよ
う協議中である。

（10）所見
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株式会社JTB 水戸支店
茨城県水戸市城南町1-1-6 サザン水戸ビル2階
電話:029-225-5233／FAX:029-226-4017


